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農
作
物
有
害
獣
防
護
柵

購
入
補
助
金

　
新
た
に
防
護
設
備
を
購
入
し
、

設
置
し
た
人
に
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

●
対
象
　
市
内
で
農
林
水
産
物
を

生
産
す
る
個
人

●
助
成
金
額
　
購
入
経
費
の
２
分

の
１
以
内（
上
限
５
万
円
）

●
申
込
期
限
　
12
月
28
日（
月
）

●
申
し
込
み
　
林
業
畜
産
課
ま
た

は
、
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
に
備
え
付
け
の
申
請
書
　

に
領
収
書
の
写
し
な
ど
を
添
付

の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※

予
算
額
に
達
し
た
場
合
は
受
け
付
け

を
終
了
し
ま
す
の
で
、
購
入
前
に
問

い
合
わ
せ
先
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
産
業
経
済
部
林
業
畜
産
課

☎（
22
）１
１
３
６

　
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

狩
猟
免
許
取
得
お
よ
び
銃

砲
所
持
許
可
取
得
助
成

●
対
象
　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

□
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
狩
猟

免
許
や
銃
砲
所
持
許
可
を
新

規
に
取
得
し
た
人

□
過
去
に
狩
猟
免
許
な
ど
の
取

り
消
し
を
受
け
て
い
な
い
人

□
農
作
物
被
害
防
除
の
た
め
、

有
害
鳥
獣
捕
獲
活
動
な
ど
に

従
事
す
る
意
思
が
あ
る
人

●
助
成
金
額
　
次
の
対
象
経
費
の

全
額（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

□
狩
猟
免
許
の
申
請
手
数
料

□
県
ま
た
は
、
猟
友
会
が
主
催

す
る
講
習
会
の
参
加
手
数
料

□
銃
砲
所
持
許
可
の
取
得
手
数
料

●
申
請
期
限
　

　
令
和
９
年
２
月
26
日（
金
）

●
申
し
込
み
　
狩
猟
免
許
や
銃
砲

所
持
許
可
を
取
得
し
た
後
に
、

林
業
畜
産
課
ま
た
は
、
各
総
合

支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
備
え

付
け
の
申
請
書
　
に
、
狩
猟
免

状
や
銃
砲
所
持
許
可
証
の
写
し
、

領
収
書
の
写
し
な
ど
を
添
付
の

上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
産
業
経
済
部
林
業
畜
産
課

☎（
22
）１
１
３
６

　
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

ク
マ
出
没
に
注
意

　
冬
眠
か
ら
目
覚
め
た
ク
マ
は
、

食
べ
物
を
求
め
て
市
街
地
の
近
く

に
ま
で
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
に
、
子
連
れ
の
ク
マ
は
大
変
危

険
で
す
。
冬
眠
明
け
の
ク
マ
の
出

没
情
報
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認
す

る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
産
業
経
済
部
林
業
畜
産
課

☎ （
22
）１
１
３
６

土
地
改
良
事
業
補
助
金

　
一
定
の
自
己
負
担
を
伴
う
小
規

模
土
地
改
良
事
業
を
支
援
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
事
業
　
数
人
で
共
同

し
て
施
工
す
る
、
か
ん
が
い
用

水
施
設（
農
業
用
水
路
、
た
め

池
、
揚
水
機
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
、

簡
易
な
用
水
施
設
な
ど
）の
整

備
補
修
事
業

※

予
算
の
範
囲
内
で
の
補
助
と
な
り
ま

す
。
用
水
路
整
備
な
ど
に
つ
い
て
は
、

審
査
の
上
、
交
付
し
ま
す
。

※

ほ
場
整
備
計
画
予
定
区
域
、
多
面
的

機
能
支
払
交
付
金
の
資
源
向
上
支
払

交
付
金（
施
設
の
長
寿
命
化
の
た
め

の
活
動
）の
対
象
路
線
を
除
く
。

※

前
年
度
に
交
付
を
受
け
て
い
る
事
業

は
対
象
外
で
す
。

●
補
助
金
額
　
土
地
改
良
事
業
に

要
し
た
総
事
業
費
の
80
パ
ー
セ

ン
ト（
上
限
40
万
円
）

※

千
円
未
満
切
り
捨
て

●
申
込
期
限
　

　
令
和
９
年
１
月
29
日（
金
）

※

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
産
業
経
済
部
農
村
整
備
課

☎（
22
）１
１
３
８

奨
学
金
返
還
支
援
事
業

　
市
内
の
企
業
に
就
職
し
、
奨
学

金
を
返
還
し
て
い
る
人
に
対
し
て

奨
学
金
返
還
額
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

●
対
象
　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

□
令
和
５
年
４
月
１
日
以
後
に

市
内
の
企
業
な
ど
に
正
規
雇

用
さ
れ
た
人

□
市
内
に
居
住
し
、
市
内
企
業

に
５
年
以
上
就
業
す
る
意
思

の
あ
る
人

※

こ
の
他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
制
度

□
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支

援
機
構
の
第
一
種
・
第
二
種

奨
学
金

□
技
能
者
育
成
資
金
融
資
制
度

□
栗
原
市
奨
学
資
金
　
な
ど

●
助
成
金
額
　
上
限
20
万
円（
年
間
）

※

最
大
で
５
年
間
助
成

●
申
請
期
限

　
□
初
年
度
　
９
月
30
日（
水
）

　
□
２
年
目
以
降
　
６
月
30
日（
火
）

※

詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確

認
す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
産
業
経
済
部
産
業
戦
略
課

☎（
22
）１
２
２
０

地
方
就
職
学
生
支
援
事
業

　
市
内
定
住
と
県
内
企
業
の
人
材

確
保
を
支
援
す
る
た
め
、
支
援
金

を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象
　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

□
東
京
都
内
に
本
部
が
あ
る
東

京
圏（
東
京
都
、
埼
玉
県
、

千
葉
県
、
神
奈
川
県
）の
大

学
や
大
学
院
を
卒
業
、
修
了

し
て
１
年
以
内
の
人
、
ま
た

は
、
今
年
度
卒
業
・
修
了
見

込
み
の
人

□
県
内
の
企
業
に
就
職
し
て
１

年
以
内
の
人
ま
た
は
、
内
定

し
て
い
る
人

□
市
内
に
移
住
済
み
、
ま
た
は
、

市
内
に
５
年
以
上
居
住
す
る

意
思
が
あ
る
人

●
助
成
金
額

□
県
内
企
業
な
ど
へ
の
就
職
活

動（
面
接
選
考
な
ど
）に
か
か
っ

　
た
１
回
分
の
往
復
交
通
費
の

２
分
の
１
　

　
上
限
額
　
１
万
９
７
１
０
円

□
移
転
費
の
一
部
　

　
上
限
額
　
８
万
１
５
０
０
円

※
内
定
時
点
で
申
請
す
る
場
合
、
助
成

対
象
は
交
通
費
の
み

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
産
業
戦
略

課
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認

す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
産
業
経
済
部
産
業
戦
略
課

☎（
22
）１
２
２
０

市
設
置
型
浄
化
槽
事
業

●
事
業
の
概
要
　
市
が
浄
化
槽
を

設
置
し
、
保
守
点
検
、
清
掃
、

法
定
検
査
、
修
繕
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
区
域
　
下
水
道
事
業
全
体

計
画
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
事

業
計
画
以
外
の
区
域

●
使
用
者
の
負
担

受
益
者
分
担
金

□
10
人
槽
ま
で
　
　
　
18
万
円

□
11
人
槽
以
上
　
市
長
が
別
に

定
め
る
額

使
用
料（
１
カ
月
あ
た
り
）

□
基
本
使
用
料
　
１
９
８
０
円

　（
10
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
）

□
超
過
使
用
料
　
１
立
方
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
２
０
９
円
か
ら

そ
の
他

　
　
ブ
ロ
ワ
の
電
気
料
金
や
、
浄

化
槽
以
外
の
排
水
管
の
工
事
な

ど
は
、
使
用
者
負
担
で
す
。

●
申
請
期
限

□
５
〜
10
人
槽
　
11
月
27
日（
金
）

□
11
〜
50
人
槽
　
８
月
28
日（
金
）

□
51
〜
100
人
槽
　
６
月
26
日（
金
）

　
上
下
水
道
部
施
設
課

☎（
42
）１
１
３
３

水
道
メ
ー
タ
ー
の

取
り
替
え

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
で

有
効
期
間
が
８
年
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
有
効
期
間
満
了
ま
で
に
新
し

い
メ
ー
タ
ー
へ
の
取
り
替
え
を
無

料
で
行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
事
前
に
は
が
き
で
作
業
予
定

期
間
や
業
者
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
取
替
作
業
に
あ
た
っ
て

□
作
業
は
立
ち
会
い
不
要
で
す
。

ま
た
、
不
在
で
も
作
業
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

□
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
や

周
辺
に
、
作
業
の
支
障
と
な

る
よ
う
な
物
を
置
か
な
い
で

く
だ
さ
い

□
犬
な
ど
は
、
作
業
範
囲
外
に

つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

□
業
者
は
、
市
発
行
の
証
明
書

を
携
帯
し
て
い
ま
す

□
作
業
中
は
水
を
止
め
ま
す

□
通
水
確
認
の
た
め
、
少
量
の

水
を
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

□
作
業
が
終
わ
っ
た
ら
、
チ
ラ

シ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

□
取
り
替
え
後
に
水
道
を
使
用

す
る
際
は
、
蛇
口
か
ら
水
を

少
量
流
し
て
か
ら
使
用
し
て

く
だ
さ
い

□
作
業
時
に
水
漏
れ
を
発
見
し

た
場
合
、
チ
ラ
シ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
な
お
、
修
理
費

用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

　
上
下
水
道
部
経
営
課

☎（
42
）１
１
３
０

固
定
資
産
の
縦
覧
・
閲

覧
で
資
産
の
確
認
を

　
令
和
８
年
度
の
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
、
固
定

資
産
課
税
台
帳
が
閲
覧
で
き
ま
す
。

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧

　
納
税
者
が
、
他
の
土
地
や
家
屋

と
の
比
較
に
よ
り
、
自
己
の
土
地

や
家
屋
の
評
価
が
適
正
か
を
判
断

で
き
る
制
度
で
す
。

　
期
間
中
は
、
市
内
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
額
を
記
載
し
た
縦
覧
帳

簿
を
無
料
で
確
認
で
き
ま
す
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
自
身
が
所
有
す
る
固
定
資
産
課

税
台
帳
の
評
価
額
な
ど
を
確
認
で

き
る
制
度
で
す
。

　
期
間
中
は
、
市
内
に
所
在
す
る

土
地
・
家
屋
を
所
有
者
ご
と
に
ま

と
め
た「
名
寄
帳
」を
無
料
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
借
地
・
借
家
人
に
つ
い

て
は
、
対
象
と
な
る
物
件
の
み
閲

覧
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
・
閲
覧
で
き
る
人

□
納
税
義
務
者
本
人

□
納
税
管
理
人

□
納
税
義
務
者
の
代
理
人

□
借
地
・
借
家
人
な
ど

●
縦
覧
・
閲
覧
に
必
要
な
も
の

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運

転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認

書
類

□
委
任
状（
代
理
人
の
場
合
）

□
賃
貸
借
契
約
書（
借
地
・
借

家
人
の
場
合
）

●
縦
覧
・
閲
覧
期
限

　
６
月
１
日（
月
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

●
縦
覧
・
閲
覧
場
所

□
総
務
部
税
務
課

□
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
総
務
部
税
務
課☎（

22
）１
１
２
１


